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平成２４年第３回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２４年９月６日午前９時３０分 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

       １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

       ３番  三 浦 耕 一        ４番  大 石 哲 雄 

       ５番  畑 山   豊        ６番  奥 田   誠 

       ７番  沖 田 公 子        ８番  榎 本   敏 

       ９番  木 本 眞 次       １１番  吉 田 盛 彦 

      １２番  井 澗   治 

                                            

 欠席議員（なし） 

                                            

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文   局 長 補 佐 十 河 貴 子  

                                            

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  小 出 隆 道   副 町 長  平 見 信 次  

教 育 委 員 長  木 村 悌 吉   教 育 長  梅 本 昭二三  

会計管理者  和 田 精 之   総務政策課長  山 本 敏 章  

総務政策課 
企 画 員 

 
植 本   亮   

総務政策課
企 画 員

 
森 岡 真 輝  

総務政策課 
企 画 員 

 
水 口 和 洋   

総務政策課
企 画 員

 
山 本 剛 士  

住民生活課長 
 

薮 内 博 文   
住民生活課
企 画 員

 
原   宗 男  

住民生活課 
企 画 員 

 
坂 本   厳   税 務 課 長

 
笠 松 眞 年  

税務課企画員 
 

平 田 敏 隆   税務課企画員
 

橋 本 秀 行  
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産業建設課長 
 

植 本 敏 雄   
産業建設課
企 画 員

 
菅 谷 雄 二  

産業建設課 
企 画 員 

 
三 栖 啓 功   上下水道課長 福 田 睦 巳  

上下水道課 
企 画 員 

川 口 孝 志   
上下水道課
企 画 員

谷 本 芳 朋  

教 育 委 員 会 
総 務 課 長 

家 高 英 宏   
教 育 委 員 会
生涯学習課長

山 崎 一 光  

                                            

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 議案第５２号 平成２３年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定に 

               ついて 

  日程第 ５ 議案第５３号 平成２３年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第 ６ 議案第５４号 平成２３年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第 ７ 議案第５５号 平成２３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

               歳入歳出決算認定について 

  日程第 ８ 議案第５６号 平成２３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

               歳入歳出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第５７号 平成２３年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第１０ 議案第５８号 平成２３年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第１１ 議案第５９号 平成２３年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１２ 議案第６０号 平成２３年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第１３ 議案第６１号 平成２３年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳出 

               決算認定について 
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  日程第１４ 議案第６２号 平成２３年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第１５ 議案第６３号 平成２３年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定に 

               ついて 

  日程第１６ 議案第６４号 平成２３年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算 

               認定について 

  日程第１７ 報告第１９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２３年度健全化判断比率の報告について 

  日程第１８ 報告第２０号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２３年度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率 

               の報告について 

  日程第１９ 報告第２１号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２３年度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足 

               比率の報告について 

  日程第２０ 報告第２２号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２３年度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足 

               比率の報告について 

  日程第２１ 報告第２３号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２３年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告 

               について 

  日程第２２ 議案第６５号 上富田町男女共同参画推進条例 

  日程第２３ 議案第６６号 平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第２号） 

  日程第２４ 議案第６７号 平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第２５ 議案第６８号 工事請負契約の締結について（平成２４年度 ２３年 

               国災第６６７号 公共土木施設災害復旧事業 町道上岩田 

               両平野線（畑山橋）橋梁災害復旧工事） 

  日程第２６ 議案第６９号 工事請負契約の締結について（平成２４年度 ２３年災 

               第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事業 山王農道 

               災害復旧工事） 

  日程第２７ 議案第７０号 工事請負契約の締結について（平成２４年度 第１－１ 

               号 公共下水道事業朝来下水道管（２３工区）布設工事 

               （補助）） 
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  日程第２８ 議案第７１号 工事請負変更契約の締結について（平成２３年度  

               第１号 保育所建設事業 統合保育所建築工事） 

  日程第２９ 議案第７２号 土地取得について 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２４年第３回定例会を開会するにあたりまして、議員各位のご出席をいただき開会で

きますことを厚くお礼申し上げます。 

  ただいまの出席議員は１１名でございます。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２４年第３回上富田町議会定例会を開会

いたします。 

  日程に入る前に、クールビズとして、ノーネクタイと議長判断による上着なしを本定例会

においても実施したいと思いますので、上着を取っていただいて結構かと思います。当局

の方も上着を取っていただいて結構です。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

                                           

△日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において７番、沖田公子

君、８番、榎本 敏君を指名いたします。 

                                           

△日程第２ 会期の決定について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１４日までの９日間にしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は９日間に決しました。 
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△日程第３ 諸般の報告 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（平田隆文） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２４年６月定例会以降の議員活動並びに議員派遣の件及び地方自治法第１２１条

の規定により出席要求した平成２４年９月定例会の説明員については、お手元に配付し

ていますので、よろしくお願いいたします。 

  また、本定例会までに提出のありました「教育費無償化」の前進を求める陳情、「ゆきと

どいた教育」の前進をもとめる陳情、地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実す

る仕組み」の構築を求める意見書の採択を求める陳情書、これら３件の陳情につきまして

は写しをお手元に配付しておりますので、お目通しください。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りについては、本日、９月６日午後３時までと

なっていますので、質問内容を具体的に記入の上、通告されますようお願いいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（大石哲雄） 

  これで諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  おはようございます。 

  本日、ここに平成２４年第３回上富田町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

におかれましては公私ともまことにお忙しい中、ご参集を賜り厚くお礼を申し上げます。

また、平素は町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて深く感謝を申し上げ

ます。 

  さて、８月２５日に開催されました「富田川友遊フェスティバル」は、今年で２０回目の

節目の年となります。上富田町観光協会並びに友遊フェスティバル実行委員会が中心とな

り、例年以上に子供たちの思い出に残るような各種イベントを実施していただきました。

当日、参加した多くの方々が楽しい夏の一夜を過ごすことができたものと感謝しておりま

す。 

  また、昨年に引き続きまして、上富田町青少年育成町民会議が主催して、福島市の子供た
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ちを７月２８日から８月４日までの間、上富田町に招待し、さまざまな体験を通じて交流

を図る「出会いふれあい体験教室」を実施しました。この事業は小学校高学年の児童２７

名を対象に、上富田町の各家庭でホームステイし、野外活動を中心に体験交流を実施した

ものです。 

  また１０月９日には、日本フットボールリーグのツエーゲン金沢が合宿した縁で、石川県

津幡町と災害時相互応援協定の調印式を行います。 

  これにより、地震等の大規模な災害が発生した場合は、被災を免れた町は速やかにその被

災状況について情報収集を行い、被害が甚大であると判断した場合は、応援活動のための

職員等を派遣し、被災町の町長の指揮下で被災者の救出、救助及び施設の応急復旧活動等

を実施します。なお、救援物資等の経費につきましては、応援を要請した町（被災町）が

負担することになります。 

  今後、津幡町とは、災害時相互応援協定以外の交流事業も進めてまいりたいと考えており

ます。 

  さて、本定例会に上程し、ご審議をお願いする議案は、平成２３年度一般会計、特別会計

等の歳入歳出決算認定が１２件、平成２３年度水道事業会計剰余金処分及び決算認定が１

件、報告事項といたしましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化

判断比率及び公営企業会計ごとの資金不足比率の報告が５件、条例の制定が１件、平成２

４年度一般会計、特別会計補正予算２件、工事請負契約及び工事請負変更契約の締結が４

件、土地取得１件の計２６件であります。 

  なお、追加議案といたしまして、平成２４年度一般会計補正予算及び教育委員会委員の任

命について、本定例会中に上程させていただきます。また、選挙管理委員会より人事案件

としまして選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙につきましてお願いしております。何

とぞ、あわせてよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、諸議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

  議案第５２号から議案第６３号までの案件につきましては、平成２３年度上富田町一般会

計並びに各特別会計等の歳入歳出決算認定についてであります。 

  議案第６４号、平成２３年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定につきまして

は、平成２４年４月１日付で、地方公営企業法第３２条の規定が改正施行され、剰余金の

処分については条例で定めるか、あるいは議会の議決を経て行うかのいずれかにより処分

することとされ、今回、議案として提出するものでございます。 

  監査委員の意見書を付して提案させていただいておりますので、何とぞご承認を賜ります

ようお願いします。 

  次に、報告第１９号から報告第２３号までの５件につきましては、地方公共団体の財政の
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健全化に関する法律に基づきまして、健全化判断比率及び公営企業会計ごとの資金不足比

率について報告するものであります。 

  この報告は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率として

の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに公営企業会

計ごとの経営健全化を判断するための資金不足比率について、それぞれの算定の基礎とな

る事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告し、かつ、

公表しなければならないことになっております。 

  なお、平成２３年度決算のそれぞれの比率は、法律で定められている基準内であります。 

  次に、議案第６５号につきましては、上富田町男女共同参画推進条例（案）の制定でござ

います。 

  この条例につきましては、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、男女共同参画を

総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図るための条例を制定する

ものであります。 

  次に、議案第６６号につきましては、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第２号）

でございます。今回、既定額に１億２，１６７万４，０００円を追加し、予算総額を６０

億１，４５０万４，０００円と定めています。 

  補正予算の主な内容は、総務費では、一般管理費で庁舎耐震改修設計委託料は４３２万３，

０００円、防災対策費で、非常用発電機購入費等で４５５万円、緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業で申請していました農道台帳整備事業費の内示がありましたので１，２５２万

７，０００円、賦課徴収費では、確定申告支援システム購入費４９６万６，０００円を措

置しております。 

  民生費では、介護保険事業地域密着型サービス事業者への補助金４，０８０万円を措置し

ております。 

  農林水産業費では、新規就農総合支援事業費５４３万円を措置しております。 

  土木費では、道路橋梁費で新たに町道となります統合保育所への進入路等の工事請負費と

公有財産購入費３，２１１万円を措置しております。 

  消防費では、消火栓の移設工事請負費１５０万円を措置しております。 

  教育費では、上富田スポーツセンターで開催されますミニ国体に向けて、備品購入費で２

１１万９，０００円を措置しております。 

  災害復旧費では、６月補正で単独事業としてご承認いただきました上岩田地区の法面復旧

工事請負費につきまして補助事業として採択されましたので、予算の組み替え措置をして

おります。 

  一方、歳入につきましては、平成２３年度からの繰越金、国・県補助金、基金繰入金、町
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債等を見込んで措置しております。 

  次に、議案第６７号につきましては、平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予

算（第２号）でございます。今回、既定額に３，７５５万１，０００円を追加し、予算総

額を７億２，４５９万円と定めております。 

  補正予算の主な内容は、生馬農地造成事業を施工するにあたりまして、生馬字十林地内の

地権者１名から土地２万６，９３４平米を取得するもので、公有財産購入費として３，７

００万円を措置しております。 

  次に、議案第６８号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２４年度 ２３

年国災第６６７号 公共土木施設災害復旧事業 町道上岩田両平野線（畑山橋）橋梁災害復

旧工事）でございます。 

  今回、１１社の指名競争入札によりまして、株式会社平建設と６，８１４万５，０００円

で契約を締結するもので、工事内容につきましては、橋長１７３．６５メーター、幅員１．

６メーター、径間数１７のうち、復旧延長８３．２８メーター、上部工８径間、下部工橋

脚７基を施工するものでございます。 

  次に、議案第６９号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２４年度 ２３

年災第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事業 山王農道（山王橋）災害復旧工事）で

ございます。 

  今回、１１社の指名競争入札によりまして、株式会社後工務店と６，５１０万円で契約を

締結するもので、工事内容につきましては、橋長１４１．６５メーター、幅員１．６メー

ター、径間数１４のうち、復旧延長９２．３４メーター、上部工９径間、下部工橋脚６基

を施工するものであります。 

  次に、議案第７０号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２４年度 第１

－１号 公共下水道事業 朝来下水道管（２３工区）布設工事（補助））でございます。 

  今回、指名競争入札の総合評価方式により、三洋建設株式会社と７，７０５万６，３５０

円で契約を締結するもので、工事内容につきましては、県道上富田すさみ線の熊野高等学

校手前交差点から熊野高等学校前までの間を推進工法で、管径３５０ミリヒューム管を延

長９１メーター、開削工法で、上村橋周辺の町道に管径１５０ミリから２５０ミリのリブ

管を延長６５５メーター施工するものであります。 

  次に、議案第７１号につきましては、工事請負変更契約の締結について（平成２３年度 

第１号 保育所建設事業 統合保育所建築工事）でございます。 

  本議案につきましては、平成２３年１２月議会定例会で承認をいただきました保育所建設

事業 統合保育所建築工事の工事内容を変更するものであります。 

  変更契約の主な内容は、保育所の外溝等工事として、高さ２メーター、延長１０５メータ
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ーの目隠しフェンス設置工事等の追加により９７６万９，２００円を増額するものであり

ます。 

  次に、議案第７２号につきましては、土地取得についてでございます。 

  今回、生馬農地造成事業を施工するにあたりまして、生馬字十林地内の地権者１名から土

地２万６，９３４平方メートルを取得するものであり、地方自治法第９６条第１項第８号

の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上が、本定例会に上程いたします諸議案についての概要であります。詳細につきまして

は、担当課長、企画員より説明いたしますので、ご審議の上、ご承認を賜りますよう何と

ぞよろしくお願い申し上げます。 

                                           

△日程第４ 議案第５２号～日程第２１ 報告第２３号 

○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第４ 議案第５２号、平成２３年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定

についての件から日程第２１ 報告第２３号、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律による平成２３年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告についての件まで１

８件を一括議題といたします。 

  当局より提案理由の説明と報告を求めます。 

  会計管理者、和田君。 

○会計管理者（和田精之） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、私から議案第５２号、平成２３年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから議案第６４号、平成２３年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定につい

てまでの１３件につきまして説明させていただきます。 

  なお、議案番号順に従い、それぞれの会計の収支状況につきましては決算総括表を添付し

ております。後ほど参考資料により説明させていただきますので、ご了承のほどよろしく

お願いいたします。 

  それでは、各議案につきまして説明させていただきます。 

  議案第５２号、平成２３年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町一般会計歳入歳出決算

を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第５３号、平成２３年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につい
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て。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計国民健康保険

事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第５４号、平成２３年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計宅地造成事業

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第５５号、平成２３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業歳入歳出決算認定に

ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計宅地取得資金

貸付事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第５６号、平成２３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業歳入歳出決算認定に

ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計住宅新築資金

貸付事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第５７号、平成２３年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計奨学事業歳入

歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第５８号、平成２３年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計農業集落排水

事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 
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  議案第５９号、平成２３年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計公共下水道事

業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第６０号、平成２３年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計介護保険歳入

歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第６１号、平成２３年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計後期高齢者医

療歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第６２号、平成２３年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度上富田町特別会計朝来財産区歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第６３号、平成２３年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決

算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第６４号、平成２３年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定について。 

  地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、平成２３年度上富田町水道事業会計決算

に伴う剰余金を、剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、あわせて同法第３０条第４項

の規定に基づき、平成２３年度上富田町水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見書をつ

けて議会の認定に付する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  なお、本議案につきましては、本年度より地方公営企業法の改正によりまして、剰余金を

処分するにあたり議会の議決が必要となりましたので上程するものでございます。 
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  それでは次に、お手元に配付してございます参考資料の決算総括表により収支状況を説明

させていただきますので、参考資料をお願いします。これは、平成２３年度上富田町会計

別歳入歳出決算総括表です。 

  まず、議案第５２号の一般会計につきましては、歳入総額５９億８，７５２万９３４円、

歳出総額５８億３，３９７万５，０１１円、歳入歳出差し引き額１億５，３５４万５，９

２３円、うち翌年度繰り越し財源額５，５１６万８，０００円、実質収支額は９，８３７

万７，９２３円です。これにつきましては、平成２４年度へ繰り越しをしてございます。 

  次に、議案第５３号の国民健康保険事業につきましては、歳入総額２０億６，５１５万４，

４１０円、歳出総額２０億１，００２万４，６７３円、歳入歳出差し引き額及び実質収支

額とも同じく５，５１２万９，７３７円です。これにつきましては、平成２４年度へ繰り

越してございます。 

  次に、議案第５４号の宅地造成事業につきましては、歳入総額１億７，８９４万６，９４

１円、歳出総額６億３，２２８万５，１８４円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも

同じくマイナスの４億５，３３３万８，２４３円です。これにつきましては、平成２４年

度からの繰り上げ充用で補てん措置してございます。 

  次に、議案第５５号の宅地取得資金貸付事業につきましては、歳入総額３３７万１，２４

２円、歳出総額９２０万５，４９７円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じくマ

イナスの５８３万４，２５５円です。これにつきましては、平成２４年度からの繰り上げ

充用で補てん措置してございます。 

  次に、議案第５６号の住宅新築資金貸付事業につきましては、歳入総額２，２００万９，

２３９円、歳出総額６，４４４万７，６１３円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも

同じくマイナスの４，２４３万８，３７４円です。これにつきましては、平成２４年度か

らの繰り上げ充用で補てん措置してございます。 

  次に、議案第５７号の奨学事業につきましては、歳入総額９８２万３，５３３円、歳出総

額９８２万３，５３３円、歳入歳出差し引き額はゼロでございます。 

  次に、議案第５８号の農業集落排水事業につきましては、歳入総額１億８，０１６万８，

８８７円、歳出総額１億８，０１６万８，８８７円、歳入歳出差し引き額はゼロでござい

ます。 

  次に、議案第５９号の公共下水道事業につきましては、歳入総額３億４，２８７万７，６

６７円、歳出総額３億４，２５０万３，５２５円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額と

も同じく３７万４，１４２円です。これにつきましては、平成２４年度へ繰り越してござ

います。 

  次に、議案第６０号の介護保険につきましては、歳入総額１１億８１３万６，９５７円、
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歳出総額１１億３８８万９，５９７円、歳入歳出差し引き額４２４万７，３６０円、うち

翌年度繰り越し財源額３０５万５，０００円、実質収支額は１１９万２，３６０円です。

これにつきましては、平成２４年度へ繰り越してございます。 

  次に、議案第６１号の後期高齢者医療につきましては、歳入総額２億２，５３６万３２０

円、歳出総額２億２，３９０万３，４２０円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同

じく１４５万６，９００円です。これにつきましては、平成２４年度へ繰り越してござい

ます。 

  次に、議案第６２号の朝来財産区につきましては、歳入総額５８１万７４１円、歳出総額

４４８万７，８６８円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じく１３２万２，８７

３円です。これにつきましては、平成２４年度へ繰り越してございます。 

  次に、議案第６３号の西牟婁郡公平委員会につきましては、歳入総額１３９万９，４８３

円、歳出総額１２９万８，６４２円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じく１０

万８４１円です。これにつきましては、平成２４年度へ繰り越してございます。 

  これらの単式会計合計では、歳入総額１０１億３，０５８万３５４円、歳出総額１０４億

１，６０１万３，４５０円、歳入歳出差し引き額マイナスの２億８，５４３万３，０９６

円、うち翌年度繰り越し財源額５，８２２万３，０００円、実質収支額はマイナスの３億

４，３６５万６，０９６円となってございます。 

  次に、議案第６４号の複式会計であります水道事業で、収益的収入及び支出につきまして

は、歳入総額４億３，５５６万４，２５９円、歳出総額３億７，５９０万５，４９７円、

歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じく５，９６５万８，７６２円です。なお、経

常利益、消費税抜きの金額でございますけども、５，７９７万７，０９２円でございます。

この額が剰余金であります。 

  次に、資本的収入及び支出につきましては、歳入総額２億９，６９０万４，４００円、歳

出総額４億７，０７４万３，５６２円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じくマ

イナスの１億７，３８３万９，１６２円です。これにつきましては、損益勘定留保資金で

補てんしてございます。 

  以上、簡単でありますが説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜わりますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  私の方からは、報告第１９号から報告第２３号につきましてご説明いたします。よろ

しくお願いいたします。 
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  報告第１９号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２３年度健全化判断

比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２３年度健全

化判断比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告する。 

  平成２４年９月６日、上富田町長小出隆道。 

  この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律によりまして、地方

公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率とそ

の算定基礎事項を記載した書面を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該判断比率

を議会に報告し、かつ公表しなければならないとなっております。監査委員の意見書とと

もに今議会に報告するものであり、平成２０年度決算から報告しているところであります。 

  また、この法律においては、地方公共団体の財政状況を客観的にあらわし、財政の早期健

全化や再生の必要性を判断するためのものとして、４つの財政指標を財政健全化比率とし

て定めています。４つの指標のいずれかが健全化基準以上になりますと早期健全化団体と

なり、財政健全化計画を策定し、議会議決を受けることが義務づけられるとともに、計画

策定年度のみ公認会計士、弁護士等による個別の外部監査が強制適用になります。 

  また、財政健全化計画の実施状況を毎年度議会に報告し、公表するとともに、早期健全化

が著しく困難であると認められるときには、総務大臣または知事が勧告を行うものとされ

ております。 

  次のページに監査委員さんの監査意見書を添付しておりますが、健全化判断比率につきま

しては、①の実質赤字比率は普通会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模における比

率で、赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標となっております。比

率につきましては、実質赤字比率がありませんのでハイフン表示をしております。早期健

全化基準は１５％です。 

  ②の連結実質赤字比率につきましては、普通会計と特別会計及び地方公営企業会計のすべ

てを含めての比率となります。比率につきましては、連結赤字額がありませんのでハイフ

ン表示としております。早期健全化基準は２０％となります。 

  ③の実質公債費比率につきましては、公債費の元利償還金が標準財政規模に対してどの程

度の負担かを示す指標で、普通会計、特別会計、公営企業会計のすべての会計と、一部事

務組合、広域連合及び紀南病院等の組合を含め、それぞれ含めた比率となっております。

平成２１年度、２２年度、２３年度の３カ年平均であらわしています。比率は１８．３％

で、早期健全化基準は２５％です。 

  ④の将来負担比率につきましては、実質公債費比率適用分に公社及び第３セクター等を含

めたものが対象となります。これは、一般会計の地方債の将来支払わなければならない可
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能性がある負担等の現時点での残高を指標化したものとなります。比率は１３９．３％で、

早期健全化基準は３５０％となります。 

  以上のとおり、上富田町の平成２３年度決算における財政健全化指標につきましては、４

つの指標とも早期健全化基準値内となってございます。 

  次に、報告第２０号をお願いいたします。 

  報告第２０号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２３年度上富田町特

別会計宅地造成事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２３年度上

富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報

告する。 

  平成２４年９月６日、上富田町長小出隆道。 

  この報告第２０号、この後報告いたします報告第２１号から報告第２３号につきましては、

公営企業の資金不足比率の報告であります。さきの財政健全化判断比率と同じく監査委員

の審査に付し、議会に報告して公表しなければならないとなっております。 

  また、公営企業ごとにそれぞれの資金不足比率が経営健全化基準を超えますと、当該公営

企業について、早期健全団体と同様に経営健全化計画の策定と個別の外部監査が求められ

ます。 

  上富田町の公営企業に係る健全化の判断につきましては、宅地造成事業、この後報告いた

します農業集落排水事業、公共下水道事業、水道事業会計の４公営企業が対象となります。

公営企業ごとの資金不足比率で判断いたします。次のページに監査委員さんの意見書を添

付しております。 

  なお、資金不足比率の経営健全化基準は２０％となっていますが、この４会計の公営企業

につきましては平成２３年度決算における資金不足は生じていないため、資金不足比率は

ともにゼロとなっております。 

  続きまして、報告第２１号をお願いいたします。 

  報告第２１号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２３年度上富田町特

別会計農業集落排水事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２３年度上

富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけ

て報告する。 

  平成２４年９月６日、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  報告第２２号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２３年度上富田町特



－ 17 － 

別会計公共下水道事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２３年度上

富田町特別会計公共下水道事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけて

報告する。 

  平成２４年９月６日、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  報告第２３号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２３年度上富田町水

道事業会計の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２３年度上

富田町水道事業会計の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告する。 

  平成２４年９月６日、上富田町長小出隆道。 

  以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって提案理由の説明と報告を終わります。 

  次に、監査委員の報告をお願いします。 

  ６番、奥田 誠君。 

○６番（奥田 誠） 

  皆さんおはようございます。 

  平成２３年度各会計の決算審査の報告をいたします。 

  ８月２日から９月２日までの期間、各会計にわたり、井上代表監査委員とともに１３会計

の決算審査を行いました。 

  各会計の予算額及び収入支出済額は、予算台帳並びに出納日経簿等により出納証書類を余

すところなく照査の上、さらにその内容につき審査いたしましたところ、各会計にわたり

計数は正確であり、内容的にも正当なものと確認いたしました。 

  さて、平成２３年度の一般会計決算額について１，０００円単位で申し上げますと、歳入

総額５９億８，７５２万１，０００円、歳出総額５８億３，３９７万５，０００円、歳入

歳出差し引き額１億５，３５４万６，０００円となっております。そのうち翌年度への繰

越財源５，５１６万８，０００円を差し引きますと実質収支額は９，８３７万８，０００

円の黒字となっており、厳しい財政状況が続く中、行財政改革の成果があらわれたものと

なっております。 

  歳出の内容ごとの決算額は、まず人件費につきましては、職員数の削減などにより、前年

度に比べ１．２％の減となっております。退職者１０名で採用者７名であります。 

  次に物件費につきましては、制度改正に伴うコンピューター関連経費の増などにより、前
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年度に比べ８．８％の増となっております。 

  次に扶助費につきましては、障害福祉サービス利用者の増などに伴い、前年度に比べ７．

２％の増となっております。 

  決算額の構成比につきましては、消費的経費が５６．３％、投資的経費が１６．５％、公

債費等が２７．２％となっております。 

  歳出全般では、財政構造の弾力性を示す指標の経常収支比率が８９．５％となり、前年度

に比べ財政構造が硬直化しております。これは、歳入において経常一般財源が減少する一

方で、歳出において扶助費など事務的な経費等が増加したことによるものであります。こ

のことに関し、今後、経常一般財源の増加は予見しがたいことから、物件費などの経常的

な経費の抑制に努め、財政構造の弾力性を図られるよう指摘いたしております。 

  また、実質公債費比率は１８．３％と２年連続で減となり、改善が図られております。し

かしながら比率は高い水準にありますので、計画的な公債費抑制に留意されるよう指摘い

たしております。 

  次に歳入全般について、自主財源の構成比は３２．９％、依存財源の構成比は６７．１％

と、自主財源比率が前年度に比べて低下しておりますが、これに関しまして自主財源の確

保の努力を要望するとともに、国、県支出金等の依存財源の確保にも努力されるよう要望

しております。 

  次に、町税の徴収率は９３．６％、収入未済額は９，８６４万１，０００円となっており、

また、一般会計の収入未済額の合計は１億９２０万８，０００円となっております。未収

金の徴収につきましては厳しい状況が続くと見込まれますが、公平負担が基本であり、納

税意識の高揚を図り、滞納整理に格段の努力をされるよう指摘いたしております。 

  また、町営住宅使用料や保育料などの各種料金を含めた未収金の徴収につきましても、万

全を期されるよう要望しています。 

  次に、一般会計の２３年度末町債残高は６０億７，３５９万５，０００円で、前年度に比

べ０．７％の増となっております。平成２３年度の町債の借入額は６億９，４４９万４，

０００円で、臨時財政対策債、統合保育所建設事業債、公営住宅建設事業債、上富田中学

校耐震化改修事業債が主なものであります。現在の町財政は多額の起債償還に追われ、厳

しい財政運営が続くと予想されますが、その一方で、行政需要はますます多岐多様になっ

てくるものと見込まれますので、効率的な行財政運営により一層努められ、上富田町の発

展と住民福祉の向上に寄与されるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計国民健康保険事業であります。 

  歳入総額は２０億６，５１５万４，０００円、歳出総額は２０億１，００２万５，０００

円となり、差し引き額で５，５１２万９，０００円の黒字となっております。 
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  一方で、国民健康保険税の徴収率に関しては７８．７％と低い水準であることから、徴収

率の向上に一層努められるとともに、高齢化社会を踏まえた長期的観点から、健全な国民

健康保険事業の運営を図られるよう指摘いたしております。 

  次に、特別会計宅地造成事業であります。 

  平成２３年度の赤字額は４億５，３３３万８，０００円となり、前年度よりは赤字額が減

少しているものの、多額の赤字が恒常化しております。保有財産の処分を含む年次計画を

策定し、財政健全化に向け、早急に取り組まれるよう指摘しております。 

  次に、特別会計宅地取得資金貸付事業及び住宅新築資金貸付事業であります。 

  これらの会計の未収金につきましては、和歌山県住宅資金等貸付金回収管理組合により、

徴収率の向上に一層努力されるよう要望しております。 

  次に、特別会計介護保険であります。 

  この会計に関しましては、その未収金について抜本的な対策を講じられるよう要望いたし

ております。 

  次に、水道事業会計であります。 

  平成２３年度につきましては、５，７９７万７，０００円の純利益を計上いたしておりま

す。今後とも経費の節減に取り組むとともに、施設の再点検を実施し、改良工事等の計画

的な遂行に努め、財政の健全化を図るとともに、日常生活に不可欠な上水の安定供給に一

層努力されるよう要望いたしております。 

  なお、その他の特別会計につきましても審査の結果を逐一ご報告申し上げますのが本意で

ございますが、提出いたしております審査意見書に個別の意見を添付いたしておりますの

で、お目通し願います。 

  次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率や資金不足比

率を審査いたしました。その結果、早期健全化基準や経営健全化基準は超えていないもの

の、実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が２５．０％に対し、本町は１８．

３％となっているので、今後の地方債の借り入れに関して十分留意されるよう指摘いたし

ております。 

  以上で、平成２３年度の決算審査並びに財政健全化審査の報告とさせていただきます。 

○議長（大石哲雄） 

  これをもって監査委員の報告を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午前１０時２４分 
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 再開 午前１０時２７分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております日程第４ 議案第５２号、平成２３年度上富田町一般会計

歳入歳出決算認定についての件から日程第１６ 議案第６４号、平成２３年度上富田町水

道事業会計剰余金処分及び決算認定についての件までの１３件につきまして、６人をもっ

て構成する決算審査特別委員会を設置し、それに付託して閉会中の継続審査にしたいと思

います。 

  これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、日程第４ 議案第５２号、平成２３年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定

についての件から日程第１６ 議案第６４号、平成２３年度上富田町水道事業会計剰余

金処分及び決算認定についての件まで１３件につきまして、６人をもって構成する決算

審査特別委員会を設置し、それに付託し、閉会中の継続審査にすることに決しました。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任につきまして、いかがいたし

ますか。 

（「議長一任」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  議長一任の声がございました。委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規

定により、議長において指名することに異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。議長において指名をいたします。 

  決算審査特別委員会委員に２番、木村政子君、７番、沖田公子君、８番、榎本 敏君、

９番、木本眞次君、１１番、吉田盛彦君、１２番、井澗 治君を指名いたします。 

  これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名を決算審査特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  暫時休憩をしますから委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

 休憩 午前１０時３０分 

                           （委員長･副委員長の選出） 

 再開 午前１０時３５分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選をしていただきましたので、報告いたし

ます。 

  委員長に８番、榎本 敏君、副委員長に２番、木村政子君が就任されました。委員長

始め、委員の皆様、大変ご苦労さまですが、よろしくお願いをいたします。 

  １０時４５分まで休憩いたします。 

 

 休憩 午前１０時３６分 

 

 再開 午前１０時４５分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  続けて議事に入ります。 

  先ほど報告のありました日程第１７ 報告第１９号から日程第２１ 報告第２３号ま

での５件については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第２２条の

規定に基づき町長より議会に報告をするものであります。 

  この報告については財政の健全化に関する重要な報告であり、これより質疑の場を持

ちたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、ただいまより質疑を行います。質疑につきましては、報告第１９号から報

告第２３号までの５件を一括で行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

                                           

△日程第１７ 報告第１９号～日程第２１ 報告第２３号 

○議長（大石哲雄） 

  それでは、報告５件につきまして一括で質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  質疑というほどのことじゃないのですけども、実質公債費比率と、それから将来負担

比率についての分母ですね。分母が、標準財政規模から引く（元利償還金・準元利償還

金に係る基準財政需要額算入額）となっているのです。これ、非常に、準元利償還金と

いうのは大体わかるのですけども、この数字の、出た数字をそれぞれに入れていただけ

んでしょうか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  実質公債費比率の計算ですが、まず、元利償還金の額になります。これにつきましては３

カ年平均になりますので、２３年度を例にとってご説明します。 

  元利償還金の額につきましては７億３，０９２万２，０００円、次に、公営企業に要する

経費としまして、公共下水道及び農業集落排水事業の繰出金に当たります。これが１億８，

１５０万１，０００円。続きまして、一部事務組合の地方債に充てたと認められる負担金

になります。この額が１億２，２２０万５，０００円。これに一時借入金の利子２３万１，

０００円が分子となります。これから、特定財源の額４，３５９万８，０００円、それに

交付税算入されます事業費補正等で基準財政需要額に算入された額としまして７，３８９

万１，０００円と、続いて準元利償還金が１億７２１万５，０００円、災害復旧費等に係

る基準財政需要額が２億７，０５３万７，０００円、災害復旧費等に係る準元利償還金が



－ 23 － 

１，９８９万１，０００円、これを分子とします。 

  元利償還金と公営企業と一部事務組合と一時借入金の額を足しまして、そこから特定財源、

それと交付税算入された額を引いたものが分子となります。 

  分母につきましては、標準税収入が１７億９７０万４，０００円です。普通交付税が１６

億４７０万８，０００円、臨時財政対策債の発行可能額が２億７，９１０万７，０００円

の、この３つを合わせたものが標準財政規模となりますので、３５億９，３５１万９，０

００円となります。 

  これを計算しますと、２３年度の実質公債費比率の単年度分につきましては１６．６３０

６７となります。２１年度が２１．５３３９８、２２年度は１６．９７２０２となり、３

カ年平均しますと１８．３％となります。ちなみに２２年度は１９．８％と、２３年度は

１．５％の改善となっております。 

  よろしくお願いします。 

（「将来負担比率も」と井澗議員呼ぶ） 

  すみません、将来負担比率です。地方債の残高が６１億２，９０６万６，０００円。公営

企業等の繰り入れ見込み額、これは農業集落排水と公共下水道になります。これが３１億

８，８１１万９，０００円。組合の負担額、紀南病院等になります。これが１０億１，８

２９万９，０００円。職員の退職手当等の負担見込み額が１１億８，９７７万９，０００

円。これが分子となります。 

  それから充当可能基金と充当可能特定財源、それと基準財政需要額に算入が見込まれるも

のを引くことになります。充当可能基金につきましては１３億６，６３４万５，０００円、

充当可能特定財源としましては３億８，５８０万円、基準財政需要額の算入見込み額は５

４億２，１１３万円となり、将来負担額としましては、分子が４３億５，１９８万８，０

００円、分母が、標準財政規模から算入される公債費の額を引きますので３１億２，１９

８万５，０００円となり、将来負担額は１３９．３％となります。 

  平成２２年度の将来負担額が１４４．１％、平成２３年度は１３９．３％ですので、４．

８％の改善となっております。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  実質公債費比率の、この分母であるところの標準財政規模から元利償還金、準元利償

還金に係る基準財政需要額算入額という、そのそこに書いている準元利償還金に係る基

準財政需要額算入額というのと、将来負担比率のところの、分母ですよ、標準財政規模
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から元利償還金引く、準元利償還金に係る基準財政需要額算入額と、ここの算入公債費

等の額というのと実質比率とは、この数字は同じなんですね。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  実質公債費比率における分母から控除します公債費に算入される額と、将来負担の分

母から控除されます算入される交付税の額につきましては、どちらも同じ金額の４億７，

１５３万４，０００円となります。同じ金額になります。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  報告第１９号から報告第２３号の件については、以上で終わります。 

                                           

△日程第２２ 議案第６５号～日程第２９ 議案第７２号 

○議長（大石哲雄） 

  続いて日程第２２ 議案第６５号、上富田町男女共同参画推進条例の件から日程第２

９ 議案第７２号、土地取得についての件まで８件を一括議題といたします。 

  当局より提案理由の説明を願います。 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  おはようございます。私からは議案第６５号についてご説明いたします。 

  議案第６５号、上富田町男女共同参画推進条例。 

  上富田町男女共同参画推進条例を別紙のように制定する。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町男女共同参画推進条例（案）でございます。 

  まず、条文をご説明する前に条例案の趣旨等につきましてご説明いたします。 

  趣旨につきましては、男女が互いにその人権を尊重し、性別にとらわれることなくそ

の個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を図ろうとするものでございま

す。 
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  また、条例案の構成といたしましては、３つのまとまり、内容となってございます。 

  まず１つ目は、基本理念でございます。後ほどご説明いたしますが、これは第３条に

規定してございます。 

  ２つ目は、町、町民、事業者の責務でございます。これは、男女共同参画に関する取

り組みは社会全体で推進することが求められることから、関係する社会の構成員の努力

義務とそれぞれの責務を定めてございます。第４条から第６条までに規定してございま

す。 

  ３つ目は、町の推進施策の基本事項でございます。こちらに関しましては、第８条か

ら第１７条までに規定してございます。 

  それでは、お手元の各条文の内容につきましてご説明いたします。 

  まず第１条、目的でございます。 

  本条には、基本理念、責務、町の施策の基本事項を定めることにより男女共同参画を

総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とすると定めて

ございます。 

  次に第２条、定義でございます。 

  本条は、条例案の用語の定義を定めてございます。 

  次に第３条、基本理念でございます。 

  本条は、町が男女共同参画を推進する上での基本理念として、国の男女共同参画基本

法と同様の基本理念、５つの基本理念になりますが、各号に定めてございます。 

  まず（１）の第１号は、男女の人権の尊重に係る理念でございます。内容的には、男

女が性別による差別的取り扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会

が確保されることなどでございます。 

  （２）の第２号は、社会における制度、または慣行についての配慮に係る理念でござ

います。これは、性別による固定的な役割分担等について、これらの影響をできる限り

中立的なものとするよう配慮するといった内容でございます。 

  （３）の第３号は、政策等の立案決定への男女の共同参画に係る理念でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  （４）の第４号は、家庭における活動と他の活動との両立に係る理念でございます。 

  （５）の第５号は、国際的な協調に関する理念でございます。 

  次に、第４条から第６条は責務を定めてございます。 

  まず第４条の町の責務では、第１項で、町は男女共同参画の施策を推進すると定めて

おり、第２項で、町は、町民、事業者等と連携して取り組むと定めてございます。 

  次に第５条の町民の責務では、町民の努力義務を規定してございます。 
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  第１項で男女共同参画の推進、第２項で町が実施する施策への協力について、それぞ

れ町民は努めるものとすると定めてございます。 

  次に第６条では、男女共同参画を推進する上で職場での取り組み等が重要なことから、

事業者の責務を努力義務で規定してございます。内容的には、職場と家庭を両立できる

職場環境づくりに努めるものとすると定めてございます。 

  また、町民の責務と同じ規定をあわせて定めてございます。 

  次に、第７条は性別による権利侵害の禁止の規定でございます。 

  第１項は性別による差別的取り扱いの禁止、第２項は男女間の暴力的行為の禁止、第

３項はセクシュアル・ハラスメント等の禁止を定めてございます。 

  第８条から第１７条につきましては、町の施策の基本事項について定めてございます。 

  まず第８条は、男女共同参画推進に関する基本計画を定めるとしてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  第９条でございますが、本条は、町は必要な調査研究を行うこととしてございます。 

  第１０条は、役場の推進体制を整備することに関し規定してございます。 

  第１１条は、毎年、町の具体的な施策を公表するとしてございます。 

  第１２条は、町民等の活動支援として、町は情報提供等必要な支援措置を講じるよう

努めると定めてございます。 

  第１３条は、町は、広報活動など町民の理解を深めるための措置を講じるものとする

と定めてございます。 

  第１４条は、町は、社会のあらゆる分野の学習機会を利用して基本理念に対する理解

が深まるよう努めると定めてございます。 

  第１５条は、財政上の措置に関する努力規定でございます。 

  第１６条は、町の施策等に関する苦情があった場合、その対応について定めてござい

ます。 

  第１７条は、有識者、例えば学識経験者の方や実務の経験のある方になりますが、こ

のような方々からの意見聴取に関する規定でございます。 

  第１８条は、規則への委任に関する規定でございます。 

  以上でございます。 

  なお、附則につきましては、施行日を平成２４年１０月１日としてございますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  ご説明は以上でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 
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○総務政策課企画員（水口和洋） 

  議案第６６号をご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

  議案第６６号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第２号）。 

  平成２４年度上富田町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，１６７万４，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億１，４５０万４，０００円

とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきましては、１０款、地方交付税で既定額から、今回、４，０２７万４，０

００円を減額、１７億５，９７２万６，０００円と定めています。 

  １４款、国庫支出金で、既定額に２，２７８万５，０００円を追加、１５款、県支出

金で、既定額に５，９１６万３，０００円を追加、１８款、繰入金で、既定額から１，

５７１万３，０００円を減額、１９款、繰越金で、既定額に８，８３７万７，０００円

を追加、２０款、諸収入で既定額に９０万円を追加、２１款、町債で既定額に６４３万

６，０００円を追加。 

  歳入合計では、既定額に、今回、１億２，１６７万４，０００円を追加し、６０億１，

４５０万４，０００円と定めています。 

  次に歳出では、２款、総務費で既定額に、今回、３，０６４万７，０００円を追加し、

６億９，１９５万５，０００円と定めています。 

  ３款、民生費で既定額に４，０８０万円を追加、５款、農林水産業費で既定額に６３

万円を追加、７款、土木費で既定額に３，５２６万円を追加、８款、消防費で既定額に

１５０万円を追加、９款、教育費で既定額に７７７万７，０００円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  １０款、災害復旧費で、既定額に５０６万円を追加。 

  歳出合計では、既定額に、今回、１億２，１６７万４，０００円を追加し、６０億１，

４５０万４，０００円と定めています。 
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  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 地方債補正」です。 

  変更では、公共土木施設災害復旧事業で限度額を１，０６０万円追加し、４，５００

万円に、臨時財政対策債で限度額を４１６万４，０００円減額し、２億６，１２３万６，

０００円としております。 

  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変わりはございません。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして、このページから８ページの

明細につきましては、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  それでは、各内訳につきまして歳出からご説明させていただきます。１２ページをお

願いいたします。 

  歳出につきまして、２款、総務費では、一般管理費で４３２万３，０００円の追加で、

庁舎の耐震改修設計委託料を措置しております。 

  財産管理費で３０５万円の追加です。朝来地区２カ所でご寄付いただきました土地に

建てられています老朽化しました家屋の除却工事費１００万円、朝来地区の土地購入費

２００万円を措置しております。 

  防災対策費で４５５万円の追加です。災害時の電源確保のための発電機と、庁舎が被

災した場合の県振興局との通信用無線機購入費を措置しております。 

  男女共同参画社会推進費では１０８万９，０００円の追加で、日本女性会議２０１２

仙台大会への参加費、バス借上料等を措置しています。 

  緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費で１，２５２万７，０００円の追加で、申請し

ていました農道台帳整備事業費の内示決定に伴い措置しております。 

  住民生活に光をそそぐ交付金事業で１０万５，０００円の追加です。南紀の台小規模

多機能施設「紫蘭」への屋外遊具の購入費を措置しています。 

  賦課徴収費で４９６万６，０００円の追加で、確定申告支援システム購入費を措置し

ています。 

  指定統計調査費で、３万７，０００円を追加措置しています。 

  ３款、民生費で、老人福祉費で４，０８０万円の追加です。認知症対応型共同生活介

護施設の開設に伴う介護基盤緊急整備等臨時特例補助金３，０００万円、施設開設準備

経費助成特別対策事業補助金１，０８０万円を措置しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  農林水産業費では、農業総務費で４８０万円の減額で、緊急雇用創出事業の内示決定

に伴い農道台帳整備委託料を減額し、組み替え措置を行っております。 
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  農業振興費で５４３万円の追加で、青年就農給付金を措置しています。 

  土木費では、土木総務費で３００万円の追加で、町内会館修繕補助金を措置していま

す。 

  道路橋梁維持費で３，２１１万円の追加で、町道となります統合保育所への進入道路

の工事請負費１，２００万円と、町内岩田、朝来、岩崎地区の土地購入費２，０１１万

円を措置しています。 

  河川総務費で、修繕料１５万円を追加補正しております。 

  消防費では、非常備消防費で１５０万円の追加で、消火栓補修工事請負費を追加補正

しております。 

  ９款、教育費では、学校管理費で９６万円の追加で、町内生馬、岩田、岡小学校の修

繕料を追加補正しております。 

  教育振興費で５６万７，０００円の追加で、タミンミン校の滞在期間の増加に伴う費

用４５万５，０００円を追加補正しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  社会教育総務費で３８万円の追加で、郷土資料館の修繕費を追加補正しております。 

  放課後児童対策費で１５０万１，０００円の追加で、放課後児童対策業務委託料を追

加補正しております。 

  文化会館運営費で４５万円の追加で、文化ホール内の客席デジタル時計の修繕料を追

加補正しております。 

  体育施設管理費で３９１万９，０００円の追加で、スポーツセンター施設の修繕料１

８０万円と、ミニ国体に向けて、サッカーゴール等備品購入費２１１万９，０００円を

措置しています。 

  １０款、災害復旧費では、単独災害復旧事業費で３，０００万円の減額で、６月議会

でご承認を賜りました上岩田地区の法面復旧工事につきまして、８月２３日、災害査定

を受け、承認をいただきましたので、補助事業へ組み替え措置を行っております。 

  現年発生公共土木施設災害復旧事業で３，５０６万円の追加で、単独災害復旧事業費

から組み替え措置を行っております。 

  以上が歳出の内訳です。 

  次に歳入を説明させていただきますので、９ページをお願いいたします。 

  歳入につきましては、今回の補正に係る財源となっております。 

  １０款、地方交付税では４，０２７万４，０００円を減額、普通交付税が１５億５，

９７２万６，０００円と確定しましたので、減額してございます。 

  １４款、国庫支出金では、土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金１４４万１，
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０００円を追加しております。 

  災害復旧費国庫補助金で、現年発生公共土木施設災害復旧費補助金２，１３４万４，

０００円を追加しております。 

  １５款、県支出金では、総務費県補助金で、重点分野雇用創出事業補助金１，２５２

万６，０００円、防災相互通信用無線機整備費補助金２７万５，０００円、人権啓発市

町村助成事業費補助金１５万円、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金３，０００万円、

施設開設準備経費助成特別対策事業補助金１，０８０万円、放課後児童対策事業費補助

金１２万４，０００円、農林業費県補助金で、新規就農総合支援事業補助金５２５万円

の計５，９１２万５，０００円を措置しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  総務費委託金で、指定統計調査委託金３万８，０００円を追加措置しています。 

  １８款、繰入金で、住民生活に光をそそぐ基金繰入金で１万２，０００円を追加措置

しております。 

  上富田町共同作業場基金繰入金で、５万円を追加措置しております。 

  財政調整基金繰入金で、１，５７７万５，０００円を減額措置しております。 

  １９款、繰越金では、前年度繰越金８，８３７万７，０００円を追加補正しておりま

す。 

  ２０款、諸収入では、雑入で、廃車に伴う車両保険９０万円を措置しております。 

  ２１款、町債では、現年発生公共土木施設災害復旧事業債で１，０６０万円の追加、

臨時財政対策債で４１６万４，０００円を減額措置しております。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜わりますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  私からは、議案第６７号から第６９号についてご説明申し上げます。 

  議案第６７号、平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第２号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７５５万１，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億２，４５９万円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  諸収入、既定額に３，７５５万１，０００円を追加措置してございます。 

  歳入合計としまして、既定額に３，７５５万１，０００円を追加し、７億２，４５９

万円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  宅地造成事業費、既定額に３，７５５万１，０００円を追加してございます。 

  歳出合計、既定額に３，７５５万１，０００円を追加し、７億２，４５９万円と定め

てございます。 

  ３ページの事項別明細書総括につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  ４ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  諸収入、宅地造成事業収入、既定額に３，７５５万１，０００円を追加し、６億２５

８万９，０００円。 

  計としまして、既定額に３，７５５万１，０００円を追加し、７億２，４５９万円と

定めてございます。 

  歳出でございます。 

  宅地造成事業費、既定額に３，７５５万１，０００円を追加し、２億２，４６２万２，

０００円。 

  計としまして、既定額に３，７５５万１，０００円を追加しまして、２億６，４７５

万１，０００円と定めてございます。主なものとしましては、公有財産購入費３，７０

０万円となってございます。 

  続きまして、議案第６８号についてご説明申し上げます。 

  議案第６８号、工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき、契約及び財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した平成２４

年度 ２３年国災第６６７号 公共土木施設災害復旧事業 町道上岩田両平野線（畑山

橋）橋梁災害復旧工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第

９６条第１項第５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２４年度 ２３年国災第６６７号 公共土木施設災害復旧事業 
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町道上岩田両平野線（畑山橋）橋梁災害復旧工事。 

  ２．契約の方法 指名競争入札による契約。 

  ３．契約金額 ６，８１４万５，０００円。 

  ４．契約の相手方 和歌山県西牟婁郡白浜町２９２６番地の３０３、株式会社平建設 

代表取締役 平 功一郎。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては畑山潜水橋の災害復旧工事でありまして、指名競争入札による

工事請負契約となってございます。 

  指名業者につきましては、株式会社堀組、株式会社後工務店、株式会社清本組、株式

会社イワコー上富田、株式会社丸新建設、有限会社クボタ工事、株式会社平建設、株式

会社田中組、株式会社尾花組、株式会社丸山組、ワシン建設株式会社の１１業者でござ

います。 

  工事内容につきましては、橋長１７３．６５メーター、幅員１．６メーター、径間数

１７のうち復旧延長としまして８３．２８メーター、上部工としまして８径間、下部工

としまして橋脚７基を施工するものでございます。 

  次のページに参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。仮契約

書の最後の条項に、議会の議決があったときに、この契約と同一の条項により本契約を

締結したものとするとなってございます。 

  どうかご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第６９号についてご説明申し上げます。 

  議案第６９号、工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき、契約及び財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した平成２４

年度 ２３年災第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事業 山王農道災害復旧工事に

ついて、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規

定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２４年度 ２３年災第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事

業 山王農道災害復旧工事。 

  ２．契約の方法 指名競争入札による契約。 

  ３．契約金額 ６，５１０万円。 

  ４．契約の相手方 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬５６７－１、株式会社後工務店 

代表取締役 後 雅雄。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 
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  本工事につきましても山王潜水橋の災害復旧工事でありまして、指名競争入札による

工事請負契約でございます。 

  指名業者につきましては、議案第６８号と同じく１１業者となってございます。 

  工事の内容につきましては、橋長１４１．６５メーター、幅員１．６メーター、径間

数１４のうち復旧延長としまして９２．３４メーター、上部工としまして９径間、下部

工としまして橋脚６基を施工するものでございます。 

  次のページに参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。仮契約

書の最後の条項に、議会の議決があったときに、この契約と同一の条項により本契約を

締結したものとするとなってございます。 

  どうかご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課長、福田君。 

○上下水道課長（福田睦巳） 

  議案第７０号につきましてご説明申し上げます。 

  議案第７０号、工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき、契約及び財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札（総合評価落札方

式）に付した平成２４年度 第１－１号 公共下水道事業 朝来下水道管（２３工区）布

設工事（補助）について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６条

第１項第５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２４年度 第１－１号 公共下水道事業 朝来下水道管（２３工

区）布設工事（補助）。 

  ２．契約の方法 指名競争入札（総合評価落札方式）による契約。 

  ３．契約金額 ７，７０５万６，３５０円。 

  ４．契約の相手方 和歌山県有田郡有田川町野田５１１番地２、三洋建設株式会社 

代表取締役 川口禎男。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては、指名競争入札（総合評価落札方式）による工事請負契約であ

ります。 

  指名業者につきましては、三洋建設株式会社、株式会社淺川組、安藤建設株式会社大

阪支店、三友工業株式会社、大日本土木株式会社和歌山営業所、株式会社松村組大阪本

店、若築建設株式会社和歌山営業所、東亜建設工業株式会社大阪支店、東洋建設株式会

社和歌山営業所の９社でございます。 
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  本工事場所につきましては、県道上富田すさみ線の熊野高校手前交差点から熊野高校

前までの間と、同じく熊野高校前交差点から上村橋周辺の町道に下水道管を布設する工

事であります。 

  工事内容につきましては、推進工法で管径３５０ミリのヒューム管を延長９１メート

ル、開削工法で管径１５０ミリから２５０ミリのリブつき管を延長６５５メートル、そ

れぞれ布設する工事であります。 

  次のページに参考資料のとおり、平成２４年８月１０日付で仮契約を締結しておりま

すが、仮契約書の最後の条項に、議会の議決、ご承認をいただいた時点で本契約の締結

としてございます。 

  ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 

  私の方からは議案第７１号についてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  議案第７１号、工事請負変更契約の締結について、議会の議決に付すべき、契約及び

財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、平成２３年１２月１９日契

約に係る平成２３年度 第１号 保育所建設事業 統合保育所建築工事について、下記の

とおり請負変更契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によって

議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２３年度 第１号 保育所建設事業 統合保育所建築工事。 

  ２．契約金額 変更前、２億６，２５０万円、変更後、２億７，２２６万９，２００

円（９７６万９，２００円増）。 

  ３．契約の相手方 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬５６７－１、株式会社後工務店 

代表取締役 後 雅雄。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  本件につきましては、工事請負変更契約でございます。 

  統合保育所建築工事費で９７６万９，２００円を増額し、２億７，２２６万９，２０

０円に変更契約いたします。 

  工事変更概要につきましては、主なものといたしまして、外周擁壁工事といたしまし

て目隠しフェンス等、高さ２メーター、延長１０５メートルを施工するものでございま

して、地元との協議により実施したいと考えてございます。 
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  また、別紙参考資料のとおり、平成２４年８月２２日付で変更仮契約を締結しており

ますが、契約条文で、議決、ご承認をいただいた時点で本契約の確定としてございます。 

  ご承認のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  議案第７２号についてご説明申し上げます。 

  議案第７２号、土地取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第３条の規定に基づき、下記のとおり土地を取得することについて、

地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １．取得物件 西牟婁郡上富田町生馬字十林３２３４番１３４、雑種地ほか１筆２万

６，９３４平米。 

  ２．取得価格 一金３，７００万円。 

  ３．目的 農地造成事業用地として。 

  ４．契約の相手方 福井県福井市板垣３丁目１８１２番地の１、株式会社藤建 代表

取締役 近藤茂生。 

  平成２４年９月６日提出、上富田町長小出隆道。 

  本用地につきましては生馬農地造成事業区域にありまして、現所有者が土地を手放す

予定であることから、町としましても第三者の手にわたりまして事業の進捗に影響が出

ることが懸念されることから、今回、土地を取得するものでございます。 

  次のページに、土地売買仮契約書を添付してございます。仮契約書の最後の条項に、

議会の議決を経たときに本契約が成立するとなってございます。 

  どうかご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって、提案理由の説明を終わります。 

                                           

△延  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 



－ 36 － 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日は、これにて延会をいたします。 

  次回は９月１１日午前９時３０分となっておりますので、ご参集願います。 

  ありがとうございました。 

 

延会 午前１１時３１分 


